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2　第39回ナショナル・トラスト全国大会 報告書

全国大会はパートごとに別個の動画になっ

ており、 それらが集まって全編１２０分となっ

ています。 再生リストにアクセスしていただ

くと、 最初の動画が再生され、 順次、 その

後に続くものが再生されていきます。 画面

右側に表示されるリストから、 見たいパー

トを選んでご覧いただくこともできます。

　「ナショナル・トラスト全国大会」は、ナショ

ナル・トラスト活動を広く知っていただくとと

もに、トラスト団体や支援者の皆さまとの交

流を図るため、毎年開催しています。

　今回は、生物多様性条約の第15回締約

国会議を念頭に、野生の生きものとその生

息地を守り取り戻す「生きものトラスト」に

フォーカスする内容としました。

　新型コロナ対策のため、残念ながら前回

同様YouTubeでの開催となりましたが、時

間や場所を選ばないという特性上、多くの

方にご視聴いただくことができました。

－開会－
動画� 開会のあいさつ 

             (公社)日本ナショナル・トラスト協会 会長 池谷奉文

 来賓のあいさつ 

 環境省 自然環境局長 奥田直久様

動画� はじめに
－第�幕－

これからのトラスト活動に関わる日本の動き・世界の動き
動画� インタビュー① 環境省 自然環境局長 奥田直久様
動画� インタビュー② 三井住友信託銀行（株）
　　　　   フェロー役員 兼 チーフ・サステナビリティ・オフィサー 
 金井司様

－第�幕－
生物多様性を守る・取り戻す「生きものトラスト」
動画�  インタビュー③ (公財)日本野鳥の会 自然保護室長
 施設運営支援室長代理 田尻浩伸様
動画�  インタビュー④ 認定NPO法人阿蘇花野協会 
　　　　   専務理事 瀬井純雄様

ナショナル・トラスト活動助成団体から
動画� 報告① NPO法人はとやま環境フォーラム
 報告② 認定NPO法人宍塚の自然と歴史の会

－閉会 －
動画�  閉会のあいさつ 

           　　(公社)日本ナショナル･トラスト協会 副会長 漆畑信昭

動画�  主催、後援、協賛 （年度内限定公開）

主催　（公社）日本ナショナル・トラスト協会

後援　環境省・日本ビオトープ管理士会

協賛　（株）竹中工務店・三井住友信託銀行（株）

YouTube
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　本来であれば、この全国大会は

皆さんと顔を合わせて行いたかっ

たのですが、新型コロナの状況を

踏まえ、オンラインで開催をさせて

いただきました。

 さて、当協会では、現在、全国に

56か所のトラスト地を有しておりま

す。皆さまのご協力で総面積が

1,743haと、かなりの広さになりま

した。

 そうした中で、今年はたいへん嬉

しいニュースがありました。7月に、

ユネスコ世界遺産委員会が日本

の奄美大島、徳之島と沖縄本島

の北部、そして西表島を世界自然

遺産に登録しました。その中でも、

奄美大島には当協会のトラスト地

が約100haほどあり、アマミノクロ

ウサギやルリカケスなど、とても貴

重な野生生物の生息地をたくさん

守っています。この活動が、今回の

登録に大きく寄与することができ

たことを誇りに思います。これも皆

さまのご支援の賜物でございます。

本当に、深く感謝しています。

 コロナの関係で１年半、トラスト活

動も停滞気味でしたが、これから

はウィズコロナの時代になっていく

ことを見据え、幅広い活動を活発

にしていきたいと思っています。

　全国にはまだまだ買いたい・守り

たい自然が多くあります。皆さまの

ご支援を得ながら自然と共存する

美しい日本へ向けて頑張っていき

たいと思っています。

（公社）日本ナショナル・トラスト協会

会長　池谷奉文　

開会のあいさつ

　本日の 全 国大会の テ ーマは 、

「『生きものトラスト』のすすめ」であ

ると伺っております。現在、愛知目

標の後継となる新しい世界目標、

「ポスト2020生物多様性枠組み」

の検討が進められています。来年

春のCOP15（生物多様性条約第

15回締約国会議）第2部において、

この新たな世界目標の採択が期

待される一方で、すでに2021年6

月に開催された主要7か国首脳

会議では、2030年までに生物多

様性の損失を食い止め反転させ

ることを目標に、同年までに世界

の陸と海の30%を保全・保護する

「30by30（サーティー・バイ・サー

ティー）」が約束されました。わが国

としては、民間の取組等と連携し

た新たな枠組みを通じて、これを

実現し、生物多様性の保全を図る

こととしています。ナショナル・トラス

ト活動は、まさに30by30の達成

に向けた取組のモデルケースの一

つになるものと考えています。

   一方で、TNFD（自然関連財務

情報開示タスクフォース）といった、

企業が生物多様性に配慮するこ

との情報開示を求める国際的な

議論が始まるなど、まさに今、生物

多様性をめぐって大きなうねりが

起きていると感じています。本日

は金融業界やナショナル・トラスト

活動団体の皆様のお話を伺いな

がら、こうした大きな流れに乗るた

め、本大会にご参加の皆さまと見

解を深めることができればと思い

ます。

環境省 自然環境局長

奥田直久 様　

来賓のあいさつ

こちらから両あいさつ

動画をご覧いただけ

ます。

YouTube

＊本誌文中の「今年」は2021年、「来年」は2022年を指します。以下同様。
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　まずは環境省から見たナショナ

ル・トラスト活動の役割や期待す

ることについて、世界の動きを踏

まえて伺いました。

　先進国の首脳間では次の世界

目標として、陸と海の30％以上を

保 全 す る「30by30(サ－テ ィ ー

バイサーティー )」を取り入れるこ

とが検討されています。環境省は

これまで国立公園や鳥獣保護区

等の法的な保護地域を増やして

きましたが、今後はOECM※1によ

り、トラスト地のほか、社寺林や企

業が持つ土地など、民間の取組

等によって生物多様性保全が図

られている土地の管理を促してい

くことが重要になってくるそうです。

　OECMとして認定する仕組み

の 進 め 方 に つ い て は、次 の

COP15第2部までには大枠を検

環境省 自然環境局長

奥田直久 様　

インタビュー①

これからのトラスト活動に関わる
日本の動き・世界の動き

※1 Other Effective area-

based Conservation 

Measures：保護地域以外で生物多様

性保全に資する地域。

討したいと考えているそうで、認

定のインセンティブをもたらす取

組についても、モデル的な地域の

認定を通じて検討していくそうで

す。ナショナル・トラスト活動のよう

に、地域に関わる一人ひとりの想

いが地域や国を動かすうねりと

なって、多くの人たちの関心や参

画を促すきっかけになればいいと

願われていました。

　また、国内での動きについて、過

去からの変化も踏まえて伺いまし

た。2002年に策定された「新・生

物多様性国家戦略」では、自然再

生の考えが取り込まれましたが、

それは転換点であったと捉えてい

るそうです。生物多様性だけでは

なく、過疎や貧困の問題など、総

合的な視点で様々な社会的問題

を考えていかなければ世の中は

変わりません。例えば、トラスト活動

を支援して生物多様性に寄与する

など、社会に貢献することが企業

の生き残りのポイントになるような

世の中を作れるかも、今後の大き

なテーマになってくるとのことです。

第
�
幕

こちらから実際の

インタビュー動画を

ご覧いただけます。

YouTube
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　金融業界の近年の変化につい

て伺いました。

 気候変動に関してはTCFD※1が

もはやスタンダードになりましたが、

生物多様性については2010年の

COP10の頃から徐々に動きが見

え始め、2021年、TNFD※2がス

タートしました。気候変動の次に主

流化するのは生物多様性だという

見方は世界のトレンドとして明確で、

ここ1、2年のヨーロッパの動きを見

ても、生物多様性に関して莫大な

資金が動いており、今後いっそう

拡大していくものと感じているそう

です。Rio+20で金融業界は「自

然資本」という考え方を打ち出し、

水や空気、生態系なども企業に

とって重要な資本であるとみなさ

れるようになりました。それが今、さ

らに突き進められ、「生物多様性」

の保全と再生が主流になりつつあ

ります。

　ところで、信託銀行だけに、ナ

ショナル・トラスト活動についてど

う捉えらているのかも伺ってみま

した。そもそもトラストとは、日本

語では信託や信頼と言われます。

信託は、目的のために財産を預け

る「委託者」、委託を受けて管理運

用する「受託者」、それにより生じ

た利益を得る「受益者」の三者か

ら成りますが、トラスト活動におい

ては委託者が「市民」、受託者が

「トラスト団体」、受益者が「未来の

子どもたち」ということになります。

つまり、人類の大切な財産を将来

世代に引き継いでいくために受託

されたのがトラスト団体であって、

トラスト活動には非常に価値を感

じるとのことでした。

　また、土地を取得した後は運営

資金をどうするかが問題になりま

すが、欧米では維持管理のため

の金融スキームが開発されている

そうです。日本においても、自然の

価値を経済的な視点も含めて可

視化することで、投資を呼び込め

るのではないかとお考えでした。

三井住友信託銀行（株） 

フェロー役員 兼 

チーフ・サステナビリティ・オフィサー 

金井司 様　

インタビュー②

※1 Task Force on Climate-

related Financial Disclosures：

気候関連財務情報開示タスクフォース。

※2 Task Force for Nature-

related Financial Disclosures：

自然関連財務開示タスクフォース。

第
�
幕

こちらから実際の

インタビュー動画を

ご覧いただけます。

YouTube
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　日本野鳥の会では、土地の買い

取りや協定による「野鳥保護区」

の設置に取り組んでいます。まず

はその歴史と内容について伺い

ました。

　1985年に会員から私有地を寄

贈されたのをきっかけに、土地の

取得を全国で展開する中で、道

東を中心としたタンチョウの野鳥

保護区は古くから設置・増設され

てきています。この取組を通じて、

厚岸町の野鳥保護区が国定公園

に編入されたことで、開発の防止

や観光による地元経済への貢献

など、大きな成果が得られたとの

ことです。

 しかし活動には税金という課題

があります。とくに譲渡所得税※1

が土地の寄付者にかかってしまう

ことを挙げられました。より寄付し

やすい環境になるよう、今後も声

高に制度の改正を求めていきた

いとのことでした。

 ファンの多いタンチョウなどの野

鳥が対象になると注目されやすく、

寄付も集めやすくなる一方、寄付

者には土地取得後の維持管理に

も費用が必要であることを理解い

ただきたいとのことでした。生息

地としての環境を維持していくに

は、そのための管理の手間と費用

が必要なのです。これは多くのト

ラスト団体が直面している課題で

はないでしょうか。

　また、企業の参画については、

従来よく見られた植林やごみ拾

いにとどまらず、土地の利用に関

する大掛かりなものから生きもの

のための環境管理の作業まで、

内容も多岐にわたり、大企業から

地域の企業まで様々な規模の企

業の参加が増えていくのではない

かと予想されていました。

（公財)日本野鳥の会 自然保護室長

施設運営支援室長代理 

田尻浩伸 様

インタビュー③

生物多様性を守る・取り戻す
「生きものトラスト」

※1 土地などの資産を譲渡した際に課

される税。

第
�
幕

こちらから実際の

インタビュー動画を

ご覧いただけます。

YouTube
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 阿蘇で草原を守る活動をされて

いる瀬井様に、まずは活動の経

緯を教えていただきました。きっか

けは地元のテレビ局の取材だった

そうです。そこにアドバイザーとして

参加する中で、ここにしかない希少

な植物をはじめ、阿蘇の野の花や

草原が失われていくことへの危機

感が募り、番組のスタッフの方々と

NPO法人を立ち上げました。同時

に土地の購入を始め、助成金を活

用して所有地を広げるなどの活動

を行ってきました。阿蘇の草原は、

氷河期の生き残りの植物が存在

し、野焼きや草刈りによって維持さ

れてきた、世界でもここにしかない

自然です。高齢化や過疎化などで

手入れがされなくなるとすぐに植

生の遷移が進み、環境が変わっ

て草原の植物も失われてしまいま

す。本来なら国や自治体が土地を

買い取って守っていくことが望まし

いのですが、限界があり、阿蘇花

野協会のようなNPO・NGOがそ

の役割を担っているという現状が

あります。

　土地を取得した後のご苦労につ

いても伺いました。やはり土地の

維持管理にはとてつもない労力や

資金が必要で、ボランティアの支

えや助成金の活用などで切り抜け

てこられたそうです。野草を守る

ために取得した土地が、国の生息

地等保護区※1に指定されているに

もかかわらず、自治体による固定

資産税※2の減免は叶いませんで

した。

　また、長年にわたり活動を持続

することはとても大変なことで、特

に人材の確保や育成が課題に

なっており、良い解決方法を見出

したいとのことでした。

認定NPO法人阿蘇花野協会

専務理事 瀬井純雄 様

インタビュー④

※1　「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」に基づいて、

希少野生動植物種の生息・生息地の保

護のため、環境大臣によって指定され

た地域。

※2　土地などの固定資産の所有者に

対し、その固定資産が所在する市町村

が課税する税金。

第
�
幕

こちらから実際の

インタビュー動画を

ご覧いただけます。

YouTube
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ナショナル・トラスト活動助成団体から

　埼玉県鳩山町の里山「熊井の森」（約100ha）を中

心に活動する「NPO法人はとやま環境フォーラム」

は、地域の良好な自然・生活環境の保全に寄与する

ことを目的に環境保全活動に取り組んでいます。

　「熊井の森」には、環境省・県が特定植物群落に指

定するモミ群落のほか、絶滅が危惧される多くの動

植物が生息しています。メガソーラーなどによる開発

を防ぐためトラスト活動も開始し、この助成金を活用

しながらこれまでに約1.5haの土地を取得していま

す。依然としてメガソーラー事業者から地権者への

働きかけが多い中、地権者や町民に「熊井の森」の

自然の価値を知ってもらえるよう、取り組んでいます。

　「認定NPO法人宍塚の自然と歴史の会」は、茨城

県土浦市とつくば市の市境に位置する「宍塚の里

山」（つくば市側含め約200ha）を管理しています。

　大部分が民有地であるこの里地では、土地所有者

の情報を収集するため、2019年度にこの助成金を

活用して登記情報の確認などを行い、土地の取得に

つながりました。農業用のため池や周辺の雑木林と

一体となった豊かな自然の中で、観察会や地域の子

ども向けの体験・学習イベント等を行う一方、歴史的

な調査も行っています。会のメンバーで行う保全活

動以外にも、地元の農家の方との協働作業にも取り

組んでいます。

　豊かな自然と歴史的遺産に恵まれた里山を保全・

活用し、将来の世代に伝えていくために今後も活動

を発展させていきたいと思っています。

 NPO法人  はとやま環境フォーラム

認定NPO法人  宍塚の自然と歴史の会

ども向けの体験・学習イベント等を行う一方、歴史的

こちらから両団体

が作成した動画を

ご覧いただけます。

YouTube
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　日本は温帯に位置し、 四季の移ろ

いがはっきりしています。そのため、 各

地域にはいろいろな生物たちが生息

しており、 その生息地を後世に残さん

がために、 私たちはトラスト運動を展

開しています。

　いま、 地球温暖化が大きな問題に

なっています。これを防ぐために、 化

石燃料から生じる温室効果ガスの

削減に真剣に取り組んでいかなけれ

ば、生物に大きなダメージを与え、生

物多様性の保全は非常に厳しい状

況になってきます。地球温暖化は、人

　左記の団体は、(公財)自然保護

助成基金が資金を提供し、当協

会が窓口となっている「ナショナル・

トラスト活動助成」をご活用いただ

きました。この助成は、自然を未来

の子どもたちに残していく地域の

ナショナル・トラスト活動を支援す

るもので、土地の購入費を対象

にしている全国でも例のない助

成制度です。1団体1案件につき

最長５年、800万円を限度として、

法人格をもつ団体を対象に助成

が行われます。2005年の制度創

設以来、下図にある14の団体に総

（公社）日本ナショナル・トラスト協会

副会長　漆畑信昭

（公社）日本ナショナル・トラスト協会

副会長　漆畑信昭

閉会のあいさつ閉会のあいさつ

ナショナル・トラスト活動助成とは
額約9千万円の助成を行ってきま

した。ぜひ多くの団体にこの助成

制度をご活用いただきたいと思い

ます。

　次年度の募集要項などは2022

年4月ごろ、当協会のウェブサイト

でお知らせします。

間の為せるものです。私たちはこ

れに対して、 責任を感じて対応し

ていかなければならないのでは

ないかと思います。

　今年もまたコロナ禍のため、対面

による全国大会が中止になり残念

です。来期こそは一堂に会して開

催できればと思っています。

こちらからあいさつ

動画をご覧いただ

けます。

YouTube

霧多布湿原
ナショナルトラスト

トラストサルン釧路

愛宕山てっぺんの森を守る会

宍塚の自然と歴史の会

エンハンスネーチャー荒川・江川
はとやま環境フォーラム

天覧山・多峯主山の自然を守る会生態系トラスト協会
阿蘇花野協会

阿蘇
グリーンストック

ツシマヤマネコを守る会

いいろこ十二潟を守る会

カラカネイトトンボを守る会

グラウンドワーク三島

●

●●●

●

●
●

●
●

●●●

●●
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協会の生きものトラスト
　私たちの協会は全国に計56か所、1,743ha

のトラスト地を所有していますが、そのなかで、

アマミノクロウサギ、ツシマヤマネコ、北限のブ

ナ林などを守る「生きものトラスト」に取り組ん

でいます。

　近年力を入れているのは、奄美大島でのアマ

ミノクロウサギ・トラストです。島の８割を占める

森のうち国有林はたったの6％で、多くは民有

林となっていることから、貴重な森が乱開発さ

れるのを防ぐため、これまで３か所の森を取得

しました。その購入資金は、キャンペーンを通じ

て全国から寄せられた、個人や企業の皆様か

らの寄付金です。奄美大島の世界自然遺産登

録にも大いに貢献できた取組です。

〒171-0021 東 京 都 豊 島 区 西 池 袋2-30-20 音 羽 ビ ル
t e l . 0 3 - 5 9 7 9 - 8 0 3 1   f a x . 0 3 - 5 9 7 9 - 8 0 3 2

協会の活動はウェブサイトやFacebookで情報発信しています。

facebookウェブサイト






